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前橋市学校教育情報化推進計画 改定版（案）についてのパブリックコメント

（意見募集）の実施結果（案） 

前橋市教育委員会事務局学校教育課 

前橋市パブリックコメント手続実施要綱に基づき、いただいたご意見に対する市の考え

方を公表します。取り纏めの都合上、いただいた意見を一部要約しています。今回いただ

いたご意見を参考に、前橋市学校教育情報化推進計画 改定版を策定しました。なお、計画

に直接反映しないご提言・ご意見等については、今後の施策の参考にしてまいります。 

大変貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。 

◆意見募集期間 … 令和６年１月２２日（月）～令和６年２月１３日（火）

◆意見提出者数 … ５（個人：３、学校：２）

◆意見件数 … ① 計画策定に関すること １０件

② 学校教育の情報化に関すること １０件

①計画策定に関すること １０件

No. 提出された意見の概要 意見に対する市の考え方 

１ 【P.12】基本方針Ｂの発展期（後期）「情報

モラル・セキュリティ教育の充実」について、

現状の課題として「デジタルシティズンシッ

プ教育の不足」や「保護者の理解と支援の不

足」が考えられます。 

解決のための具体的な方策として「保護者

向けのワークショップ」を開催し、保護者の

理解を進め、家庭での活用を加速したい。 

保護者向けのワークショップは各学校に

おいて情報モラル教育の一環として外部講

師を招くなど、計画的に実施しています。 

今後も家庭と連携したワークショップな

どを各学校主体で開催するなど、デジタルシ

ティズンシップ教育が充実するよう、推進計

画へ追記します。 

２ 【P.12】基本方針Ｂの発展期（後期）「情報

モラル・セキュリティ教育の充実」について、

学校だけの指導ではなく、家庭でも行えるよ

うにしてほしい。 

家庭と連携して取り組める啓発活動や親

子で受講できる講演会などを充実できるよ

う、推進計画へ追記します。 

３ 【P.14】基本方針Ｃの発展期（後期）「個に

応じた学びの保障」について、現状の課題と

して「地域の福祉的組織とつなぎ、教育の包

摂性（インクルージョン）を担保する」こと

が大切と考えます。 

具体的な方策として「福祉的組織との情報

共有」を進め、児童虐待通知や相談室につな

がるアプリの導入をしてほしい。 

福祉的組織との情報共有にむけて、基本方

針Ｃにおいて不登校児や外国籍児、家庭で問

題を抱えている児童生徒等の福祉的なサポ

ートが充実できるよう、推進計画へ追記しま

す。 

４ 【P.14】基本方針Ｃの発展期（後期）「個に 児童生徒が配布されたタブレット端末の
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応じた学びの保障」について、現状の課題と

して「社会教育組織とつなぎ、教育の多様性

（ダイバシティ）を提供する」ことが大切と

考えます。 

具体的な方策として「地域の社会教育活動

でのタブレット利用促進」を進めたい。 

LTE 接続の利点を生かし、公民館の行事や自

治会の活動で利用するなど、今後も地域や社

会教育活動の場でタブレット利用を促進し

ていきます。 

５ 【P.14】基本方針Ｃの発展期（後期）「不登

校支援の充実」について、保健室登校や校門

登校など様々な方法で不登校支援が行われ

ていると聞いています。 

オンラインでの不登校支援として「オンラ

イン受講＝登校（出席）」ということを認め

ることはできないのか。 

該当する児童生徒の自立を助けるうえで

有効かつ適切であると判断する場合のオン

ラインでの学習活動は、文部科学省が示す条

件を満たすことで「出席」として取り扱える

場合もあります。 

６ 【P.14】基本方針Ｃの発展期（後期）「不登

校支援の充実」について、学校（先生）から

不登校児への連絡手段としてメッセージ送

信に「既読」機能があれば安否確認になるの

ではないか。 

現状のシステムでは「既読」機能はありま

せんが、令和６年度から導入する連絡システ

ムには「既読」機能があります。 

基本方針Ｃに関連付けて有効的な活用方

法を検討していきます。 

７ 【P.14】基本方針Ｃの発展期（後期）「オン

ライン授業」について、通常授業と同時に行

うことは負担が大きいので、オンライン授業

を長期間行う際、学校に対して人員などのサ

ポートはあるのか。 

オンライン授業がスムーズに実施できる

よう、GIGAスクール運営支援センターなどか

ら支援員を派遣し、現場の負担軽減を図って

います。 

８ 【P.15】基本方針Ｄの充実期に「ドリル学

習の活用促進」が挙げられていますが、宿題

プリントの印刷や採点をしなくても負担を

軽減する工夫は他にもあり、情報化とは無関

係ではないか。 

校務の効率化に関して学校が取り組みや

すい内容として「ドリル学習の活用促進」を

計画の初期段階に配置しました。「自動採点

機能」や「教師が児童生徒の取組状況を一覧

で把握できる機能」などがついたデジタルド

リルを活用することで、プリントの配布・回

収・採点・記録などの校務負担の軽減にもつ

ながると考えています。 

９ 【P.16】基本方針Ｄの発展期（後期）「校務

支援システムの活用促進」について、年に数

回程度の作業を ICT 化するとかえって負担

が大きくなります。 

そのような作業を ICT 化するのであれば

記入要領も ICT 化に対応する必要があると

思います。 

校務支援システムにおいて、年に数回しか

行わない作業もシステムを利用する上で大

切な作業と考えます。 

それらの作業が担当者の負担となるよう

ならば、マニュアルの整備と合わせて作業内

容も見直し、効率的に作業が行える体制づく

りを検討していきます。 

10 【P.16】基本方針Ｄの発展期（後期）「学級 通信やチラシ等のデータ配信は、令和６年
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通信等のデータ化の推進」について、Google

クラスルームでの配信も続けてほしい。 

度から新しく導入される連絡システムを活

用し、児童生徒・保護者に配信することで利

便性の向上や校務負担の軽減を図りたいと

思います。 

Google クラスルームは授業に特化して利

用する予定です。 

 

②学校教育の情報化に関すること １０件 

No. 提出された意見の概要 意見に対する市の考え方 

１ 【授業に関する意見】 

学習プリントなどはどんどんアプリ化し

てほしい。 

基本方針Ａや基本方針Ｅと関連付けなが

ら学習プリントの効果的な活用方法につい

て検討していきたいと思います。 

２ 【授業に関する意見】 

授業を映像や音声を保存して何度も繰り

返し見られるようにしてほしい。 

基本方針Ａや基本方針Ｃに関連付けて必

要に応じて検討していきたいと思います。 

３ 【授業に関する意見】 

子供たちが学校でタブレットを使用して

いるときに、子供の画面を教師がいつでも確

認できるアプリの導入をしてほしい。 

次期教育情報基盤更新時のアプリ選定の

参考にしたいと思います。 

４ 【情報活用能力の育成に関する意見】 

ネットリテラシーについて厳しく教育し

てほしい。 

基本方針Ｂで情報モラル教育の強化につ

いて取り組んでいきたいと思います。 

５ 【情報活用能力の育成に関する意見】 

コンピュータの基本的な操作を学ばせて

ほしい。 

授業でタブレットを活用しながらコンピ

ュータの基本操作を教えたり、中学校の技

術・家庭科の技術分野で情報について教えた

りしています。 

今後も基本的な操作についての指導を継

続していきたいと思います。 

６ 【校務の効率化に関する意見】 

ネットを活用して保護者や教師が楽にな

るよう取り組んでもらいたい。出欠連絡もネ

ットでできると良い。 

現在、８割の学校が欠席連絡のデジタル化

を実施しており、来年度からは全ての市立学

校で欠席連絡のデジタル化を実施する予定

です。 

今後も ICT を活用して校務の効率化を進

めていきたいと思います。 

７ 【組織体制に関する意見】 

自治体や教育委員会として学校現場の業

務改善を進めるのなら、現場の実態を知る必

要があると思います。現場の意見を吸い上げ

学校教育の情報化を推進するにあたり、

「前橋市教育情報利活用推進委員会」を年２

回程度開催し、その下部組織にあたる「ICT

基盤整備部会」、「授業支援部会」、「校務支援
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◯問い合わせ先  前橋市教育委員会事務局 学校教育課 情報教育推進係 

電話 ０２７（８９８）６２４５  

るためのやり取りが少ないと思います。 部会」も毎年開催しています。 

これら委員会や部会には学校現場からの

意見を取り入れられるよう校長、教頭、事務

職員等の代表者も参加しています。また、先

生方から意見を直接聴き取るアンケート等

も実施しています。 

今後も学校現場の意見を取り入れられる

体制を続けていきたいと思います。 

８ 【組織体制に関する意見】 

情報教育主任会では年度更新作業の説明

がありますが、この内容を情報教育主任が担

っていない学校もあります。 

情報教育主任会では、本来の情報教育につ

いての情報交換や県の施策等の周知などを

するべきと考えます。これでは情報教育の施

策が現場に浸透しないのではないか。 

情報教育主任が学校内における情報教育

を推進するためのキーパーソンとなれるよ

う、今後は会議や研修会の内容を精査して実

施していきたいと思います。 

９ 【健康面に関する意見】 

タブレット等の機器使用時間が増えた子

供たちに、視力低下や頭痛等の健康状況の変

化はあるのか。 

タブレットに限らず身近にある情報機器

等を利用することによる視力低下や頭痛等

の健康状況の変化は十分予想されます。 

学校から注意喚起のために配布している

リーフレットや日常指導の中で、タブレット

に限らず身近な情報機器の利用時の健康面

を指導しています。 

引き続き、児童生徒の健康と心身の発達に

配慮しながら ICT の有効活用を推進してい

きたいと思います。 

10 【その他（学校の環境整備）の意見】 

デジタル化は大事ですが、それ以上に子供た

ちの健康が大事です。感染症が流行しないよ

う学校の水道やトイレの環境整備を充実さ

せてほしい。 

貴重なご意見として、担当部署と共有しま

す。 
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はじめに 

 

 令和２年度から小学校、中学校、高等学校と順次実施されてきた学習指導要領では、

「豊かな創造性を備え、持続可能な社会の創り手となる子供」の育成に向けて、「社会

に開かれた教育課程」や「主体的・対話的で深い学び」などの実現を求めています。 

 令和元年 12 月に、国の方針として「ＧＩＧＡスクール構想」が提唱され、本市でも

令和２年度末に子供たちに１人１台の端末を整備しました。この整備に合わせ、子供

たちを誰一人取り残すことなく、個別最適化された学びを実現させるために、「自らの

可能性を広げ、新たな価値を創り出す学び」の充実を目指して「前橋市学校教育情報化

推進計画」を令和３年４月に策定し、取り組んできました。 

 令和５年２月に策定された本市における教育施策の基本となる「第３期前橋市教育

振興基本計画（2023 年度〜2028 年度）」では、社会のあらゆる場所でＡＩを備えたＩ

ＣＴ機器が普及しつつある中、児童生徒が様々な場面で情報やＩＣＴを主体的に選択

し活用していく力や、その中で他者との対話を大切にしながら課題を解決していく力

を育成していく必要があるとしています。また、本市の学校教育の方向性を示す「まえ

ばし学校教育充実指針」に沿って、目指す子ども像に向けた取り組みを市内全ての学

校で進めています。 

 今後とも、社会情勢の急速な変化や、新たなＩＣＴ環境の構築に対応しながら、本市

における学校教育の情報化が目指す「自らの可能性を広げ、新たな価値を創り出す学

び」を充実させるために、本計画を改定することとしました。 

 

令和６年４月 前橋市教育委員会 
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第 1 章 計画の改定について 

 

１ 改定の目的 

 令和３年４月に策定した「前橋市学校教育情報化推進計画」は、本市の学校教育の情

報化推進に必要な５つの基本方針を定め、「導入期」・「充実期」・「発展期」の３つのス

テップごとに具体方針と具体的施策を設定し、「自らの可能性を広げ、新たな価値を創

り出す学び」の充実を目的として策定しました。 

 策定より３年が経過しましたが、コロナ禍以降、教育を取り巻く社会情勢が大きく

変化し、情報化も急速に進展しました。このことにより新技術への対応や、新しいシス

テムの導入や新機能の活用が必要とされています。 

また、これまでに実施した「進捗状況調査」や、「タブレット活用アンケート」の結

果からも、計画の目標が十分達成している施策もあれば、十分でないものもあること

が把握されています。 

そこで、これまでの計画目標に対する現状を踏まえつつ、当初の目的が十分に達成

されるよう、新しい技術や機能への対応を加えた計画に改定することとしました。 

 

 

２ 計画の位置付け 

令和５年に策定した「第３期前橋市教育振興基本計画」では、本市の教育が目指す人

間像を「多様な人と協働しながら、主体的・創造的に社会を創る人」としています。そ

して、具体的重点施策として、「１人１台端末を最大限活用した校務の効率化の推進」

や「ＩＣＴを活用した新たな価値を見出す授業づくりの推進」を掲げています。 

さらに、同じく策定した「まえばし学校教育充実指針」においても、目指す子供像を

「多様な人と協働しながら、主体的・創造的に活動する子供」の育成としています。 

これらの目標の実現に向け、本市における学校教育の情報化が目指す「自らの可能

性を広げ、新たな価値を創り出す学び」を充実させるために、本計画を改定するもので

す。 

 

 

３ 計画期間 

 令和３年度に策定した「前橋市学校教育情報化推進計画」は、令和５年度までの３

か年計画でした。本市の学校のＩＣＴ環境は、ＧＩＧＡスクール構想で導入された学

習者用端末の更新が令和７年度末に、校務支援システムを含む教育情報基盤の更新が

令和８年度中にそれぞれ予定されています。既存計画の達成状況に加え、現在のＩＣ

Ｔ環境下での目的達成を目指すため、本計画の期間を２年延長し、令和７年度までと

します。  

1



第２章 学校教育の情報化に関わる現状と課題 

 

１ 社会の現状と課題 

人口知能（ＡＩ）が様々な判断を行ったり、日常生活で使用する様々な機器がインタ

ーネット経由で最適化されたりする Society5.0 時代が到来しつつあり、これまでの社

会や生活の在り方が劇的に変わる複雑で予測困難な時代になるとされています。 

学習指導要領では、情報活用能力を「学習の基盤となる資質・能力」の一つとして

「言語能力」「問題発見・解決能力」と同様に位置付けられました。また、その育成に

向けて教科横断的な視点から教育課程の編成を図ることや、学校のＩＣＴ環境整備及

びそれらを適切に活用した学習活動の充実が示されました。 

令和３年１月の中央教育審議会の答申に「令和の日本型学校教育」の構築を目指す

ことが示されました。ここでは、従来の日本型学校教育の良さを発展させ、2020 年代

を通じて実現すべき姿として、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実

し、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善につなげる「令和の日本型

学校教育」の実現を目指しています。 

令和元年度に文部科学省が発表したＧＩＧＡスクール構想は、「令和の学びのスタン

ダード」としてスタートし、授業における１人１台端末の活用は着実に進んできてい

ます。成果として「ＩＣＴスキルの向上」や「協働的な学びの実現」、「教員の事務作業

の軽減」等が挙げられます。また、課題として「地域・学校による利活用の差」や「教

員の負担増」等が報告されています。 

群馬県は「新・群馬県総合計画」（令和３年 10 月策定）において、行政と教育のＤＸ

の推進を掲げています。教育のＤＸとして、「ＩＣＴを活用した個別最適な学びと協働

的な学びの推進」や「１人１台端末を活用した教育に対応した研修の推進」、「ＩＣＴの

積極的な活用による教員の業務の効率化・省力化の推進」を実施するとしています。 

また、令和４年 12 月に教職員の多忙化解消に向けた「提言Ｒ５～子どもたちに豊か

な学びを届けるために～」が提言され、教職員が子どもと向き合う時間を確保し、本県

の教育の質を高めることをねらいとし、「廃止・縮小・ＩＣＴ化」の視点で、学校にお

ける具体的な行事や業務について業務改善の例が具体的に示されました。 

 

 

２ 前橋市の現状と課題 

本市は、県内自治体でいち早く教育情報ネットワーク（ＭＥＮＥＴ）を構築し、教育

の情報化に取り組んできました。平成 25 年度から 27 年度に学習者用タブレットＰＣ

を各校 40 台ずつ整備するとともに、平成 28 年度に全校無線ＬＡＮ、指導者用タブレ

ットＰＣ及び指導者用デジタル教科書を整備し、学校教育の様々な場面で活用してき

ました。 

 令和２年度末にＧＩＧＡスクール構想による１人１台の学習者用端末及び学習支援
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システムの導入・整備を完了し、令和３年度には現在の教育情報基盤を整備する時に、

教員にも校務と授業で活用する１人１台端末の更新を実施しました。 

 「全国学力・学習状況調査の質問紙調査」（図１）におけるＰＣなどのＩＣＴ機器の

授業での活用状況は、令和３年度に

１人１台端末を導入したため、令和

４年度の数値が小・中学生ともに急

上昇し、令和５年度には小学生は

83.7%、中学生は 89.7％と、授業で

のＩＣＴ機器の活用が進みました。 

文部科学省が毎年度末に実施して

いる「学校における教育の情報化の

実態等に関する調査」（図２）におけ

る教員のＩＣＴ活用指導力の状況

は、コロナ禍で休校となった令和２

年度に「（Ａ）教材研究や授業準備・

評価・校務にＩＣＴを活用する能力」

や「（Ｂ） 授業にＩＣＴを活用して

指導する能力」、「（Ｃ）

児童生徒のＩＣＴ活用

を指導する能力」は減

少しました。その後、

ＧＩＧＡスクール構想

によるＩＣＴ機器の整

備により、授業に１人

１台端末が活用され始

めた令和３年度には

（Ｂ）、（Ｃ）は増加し

ました。令和３年度中

に情報教育基盤の更新

と教員の１人１台端末

が整備され、授業での

利用が進んだため、令和４年度から（Ａ）が増加に転じました。 

「（Ｄ）情報活用の基盤となる知識や態度について指導する能力」は、ＩＣＴ機器の

整備や情報教育基盤の更新等には左右されない結果が見られましたが、教員のＩＣＴ

活用指導力は、ＩＣＴ機器の整備により順調に向上している結果が見られます。 

ＧＩＧＡスクール構想で導入された児童生徒の１人１台端末の活用について、全国

的に地域・学校間で利活用の差が見られるという課題が報告されています。本市の「学

習支援システムの学校別利用分布表」（図３）を見ると、「協働的な学び」のシステムを

児童生徒が１週間に１回以上利用している学校の平均値は 47.8％で、同様に「個別の

学び」は 35.7％となっています。図３の利用分布を見ると、学校間で大きな差が見ら

 
図２ 学校における教育の情報化の実態等に関する調査 

 
図１ 全国学力・学習状況調査 質問紙調査 
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れることが分かります。また、中学校は「個別の学び」が小学校より低い利用率となっ

ていることも分かります。 

 「タブレット活用アンケート」（図４）における学校で「協働的な学び」のアプリ

を週１回以上活用したと回答した小学生は 66.2％、中学生は 63.4％と小・中学生と

もに高い利用率です。 

また、学校で「個別の学

び」のアプリを週１回以上

活用したと回答した小学生

も 55.2％と利用率は高いで

すが、中学生は 13.6％と低

く、図３の学校別利用分布

表と同様の結果が見られま

した。 

中学校の「個別の学び」

の活用率が低い理由とし

て、中学生へのアンケート

結果から「現状の問題に物

足りなさを感じ、思考力が必要な問題を求めている」ことが分かりました。この点に

ついて、提供業者と課題を共有し、解決に向けた取組を実施しています。 

令和４年度末に実施した「進捗状況調査」（図５）における基本方針Ｃの「多様な

子供に対するＩＣＴを活用した学習の充実」や、基本方針Ｄの「学校配布物等のデー

タ化の推進」などの具体方針は十分達成しています。しかし、基本方針Ａの「学校支

援システム等の活用による協働的な学習の充実」や、基本方針Ｄの「ドリル学習・校

務支援システムの活用促進」などは十分達成していないことが分かりました。 

 
 

 
図４ タブレット活用アンケート（令和５年８月） 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中学生

小学生

学校で協働的な学びのアプリをどのくらい使っていますか。

ほぼ毎日 週に３～４回 週に１～２回 ほぼ使わない 使っていない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中学生

小学生

学校で個別の学びのアプリをどのくらい使っていますか。

ほぼ毎日 週に３～４回 週に１～２回 ほぼ使わない 使っていない

 
図３ 学習支援システムの学校別利用分布表（令和５年 11 月） 
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評価

評価

評価

評価

評価

評価

評価

評価

評価

ー

評価

評価

評価

ー

評価

〇
評価

評価

図５　進捗状況調査（令和４年度末）

具体的施策②：

具体的施策①：

●
具体的施策②：

具体的施策②： 校務支援システムのより一層の活用促進による校務負担の軽減

ー

学習支援システムの活用による校務負担の軽減 ●

具体的施策②： より高度なICT活用を図っていくための外部人材の積極的な活用促進

ICTを活用した協働的な学びに向けた授業づくり研修

【発展期】ICTを活用して、社会課題等の解決や創造的な活動につなげる学習の実現

具体的施策①： 端末やドリル学習システムの基本操作、活用方法についての研修の充実

【充実期】協働的な学習の充実に向けたICT活用の研修推進

前橋市学校教育情報化推進計画の進捗状況調査結果（令和４年度末実施）

 基本方針：Ａ 各教科等における効果的なICT活用

具体的施策①： 授業中の必要に応じた、学習の道具としてのICT活用の充実

具体的施策①：

 基本方針：D 校務の効率化

具体的施策①：

情報を活用して問題解決や探究を進める活動の充実

様々な状況下での多様な勤務の形態や内容に対応できるICT環境の整備

具体的施策②： ICTの活用により、自分らしい作品や新たな価値などを創造する活動の充実

 基本方針：C 様々な状況の子供への学びの保障
【導入期】オンラインによる学校外での学習環境の構築

△
具体的施策②： ドリル学習システムによる補充、学習履歴に基づく個別指導の充実

【導入期】個に応じた学習ツールとしてのICT活用の充実

具体的施策①： 個やグループの考えを可視化して共有し、学びを深める活動の充実

〇
具体的施策②： Googleフォームの活用によるアンケート実施の促進

ー
具体的施策②： 音楽や図工美術などにおけるICTを活用した創造的な活動の充実

 基本方針：B 情報活用能力の育成
【導入期】１人１台端末の活用に必要となる基礎的な知識・技能の育成

△
具体的施策②： 道徳や特別活動の年間指導計画に基づく情報モラルや態度の育成

具体的施策①： 各教科等における情報収集、整理、分析、表現、発信の方法の理解促進

具体的施策①：

具体的施策①：

〇

△
具体的施策②： 個に応じた支援が必要な子供や外国籍の子供に対するICTを活用した合理的配慮の提供や学習の充実

具体的施策①：
その日の授業内容について、自らの必要に応じて復習したり、様々な事情で登校できない子供が取り組ん
だりできるオンライン学習環境の構築

ICTを活用して、社会課題等を見出し、解決を目指す探究型学習の検討・カリキュラムへの位置づけ

【充実期】多様な子供に対するICTを活用した学習の充実

【発展期】一人一人に個別最適化された学びの提供

【導入期】学校配布物等のデータ化の推進

【充実期】ドリル学習・校務支援システムの活用促進

【発展期】多様な働き方に対応した環境の整備

【導入期】個に応じた学習ツールとしてのICT活用の研修推進

具体的施策①： 自らの理解度や到達度に合わせ、自由に学びを深めたり進めたりできる環境の整備

具体的施策①： 教育支援教室におけるICTを活用した不登校支援

具体的施策②： 外部人材によるICTを活用した不登校支援

具体的施策①：

具体的施策①：

 基本方針：Ｅ 教師の指導力向上

ICTを活用した授業実践例を共有できる仕組みづくり

評価：〇 達成、△ どちらでもない、● 十分でない、ー 未実施

Googleクラスルームの活用による学校便り、各種チラシ等の配布の合理化

〇

社会課題等の解決への見通しをもって必要な情報を集め、その情報を整理・分析し、解決を図るといった
一連の活動の充実

各教科等での活用を通した基本操作、情報モラル、セキュリティへの理解促進

【充実期】深い学びの実現に必要な情報活用能力の育成

【発展期】課題解決に向けた活動や創造的な活動に必要な情報活用能力の育成

具体的施策①： 総合的な学習などにおけるICTを活用して社会課題等を解決する活動の充実

〇

オンラインによる他者との交流を活用した学習の充実

【充実期】学習支援システム等の活用による協働的な学習の充実

【発展期】社会課題等の解決に向けた活動や新たな表現による創造的な活動の充実

具体的施策②：

ー
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第３章 前橋市が目指す方向性 

 

１ 基本方針・具体方針 

 本計画の５つの基本方針に対して、今までの「導入期」・「充実期」・「発展期」に２年

の延長を設け、「発展期（後期）」とし、既存の「発展期」は「発展期（前期）」と名称

を変更します。 

「発展期（後期）」の具体方針、具体的施策には、新技術や新機能への対応や、進捗

状況調査において達成が十分でないと評価された取組を追加することで、さらなる本

市の学校教育における情報化の推進を図ります。 

また、「活用支援体制の整備」や「活用ルールの明確化」、「情報セキュリティポリ

シーの整備」は、随時見直しを行う予定です。 

 
 

 

      実施の時期 

基本方針 

令和３年度上半期 

  ～４年度上半期 

令和３年度下半期 

  ～５年度上半期 
令和５年度 

令和６年度 

 ～７年度 

Ａ 

各教科等におけ

る効果的な ICT

活用 

具
体
方
針 

個に応じた学習

ツールとしての

ICT 活用の充実 

学習支援システ

ム等の活用によ

る協働的な学習

の充実 

社会課題等の解

決に向けた活動

の新たな表現に

よる創造的な活

動の充実 

学習支援システ

ム等を活用した

個別最適な学び

と協働的な学び

の充実 

Ｂ 
情報活用能力の

育成 

具
体
方
針 

１人１台端末の

活用に必要とな

る 基 礎 的 な 知

識・技能の育成 

深い学びの実現

に必要な情報活

用能力の育成 

課題解決に向け

た活動や創造的

な活動に必要な

情報活用能力の

育成 

主体的・対話的で

深い学びの実現

に必要な情報活

用能力の育成 

Ｃ 

様々な状況の子

供への学びの保

障 

具
体
方
針 

オンラインによ

る学校外での学

習環境の構築 

多様な子供に対

する ICT を活用

した学習の充実 

一人一人に個別

最適化された学

びの提供 

多様な子供に対

して誰一人取り

残さないための

学びの保障 

Ｄ 校務の効率化 

具
体
方
針 

学校配布物等の

データ化の推進 

ドリル学習・校

務支援システム

の活用推進 

多様な働き方に

対応した環境の

整備 

校務を効率化す

るシステムの活

用促進による働

き方改革の推進 

Ｅ 
教師の指導力向

上 

具
体
方
針 

個に応じた学習

ツールとしての

ICT 活用の研修

推進 

協働的な学習の

充 実 に 向 け た

ICT 活用の研修

推進 

ICT を活用して、

社会課題等の解

決や創造的な活

動につなげる学

習の実現 

個別最適な学び

や協働的な学び

を取り入れた授

業実践のための

研修の充実 

 

  【発展期(前期)･(後期)】   【充実期】 【導入期】 
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２　全体構想図

Ｅ教師の指導力向上

【発展期(後期)】
個別最適な学びや協働的な学びを

取り入れた授業実践のための研修

の充実

【発展期(前期)】
ＩＣＴを活用して、社会課題等の解

決や創造的な活動につなげる学習の

実現

【充実期】
協働的な学習の充実に向けたＩＣＴ

活用の研修推進

【導入期】
個に応じた学習ツールとしてのＩＣ

Ｔ活用の研修推進

Ｃ様々な状況の子供への学びの保障

【発展期(後期)】
多様な子供に対して誰一人取り残さないための学びの保障

【発展期(前期)】
一人一人に個別最適化された学びの提供

【充実期】
多様な子供に対するＩＣＴを活用した学習の充実

【導入期】
オンラインによる学校外での学習環境の構築

Ａ各教科等における

【発展期(後期)】
学習支援システム等を活用

びの充実

【発展期(前期)】
社会課題等の解決に向けた

活動の充実

【充実期】
学習支援システム等の活用

【導入期】
個に応じた学習ツールとし

学習指導要領でめざす教育
「主体的で対話的で深い学び」の実現

「豊かな創造性を備え持続可能な社会の創り手となる子供」の育成

「令和の日本型学校教育」の実現
全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現

〇活用支援体制の整備 〇活用ルールの明確化

“すぐにでも” “どの教科でも”
【導入期】

教科の学びをつなぐ。社会課題等の
【発展期(前期・後期) 】

教科の学びを深める。
【充実期】

「自らの可能性を広げ、新たな
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Ｄ校務の効率化

【発展期(後期)】
校務を効率化するシステムの活用

促進による働き方改革の推進

【発展期(前期)】
多様な働き方に対応した環境の整

備

【充実期】
ドリル学習・校務支援システムの

活用推進

【導入期】
学校配布物等のデータ化の推進

効果的なＩＣＴ活用

した個別最適な学びと協働的な学

活動や新たな表現による創造的な

による協働的な学習の充実

てのＩＣＴ活用の充実

Ｂ情報活用能力の育成

【発展期(後期)】
主体的・対話的で深い学びの実現に必要な情報活用能力の育成

【発展期(前期)】
課題解決に向けた活動や創造的な活動に必要な情報活用能力の

育成

【充実期】
深い学びの実現に必要な情報活用能力の育成

【導入期】
１人１台端末の活用に必要となる基礎的な知識・技能の育成

〇情報セキュリティポリシーの整備

“誰でも”１人１台端末を活用する。
令和３年度～令和４年度上半期

解決や一人一人の夢の実現に活かす。
令和５年度・令和６年度～令和７年度

教科の学びの本質に迫る。
令和３年度下半期～令和５年度上半期

「まえばし学校教育充実指針」でめざす子供像
「多様な人と協働しながら、主体的・創造的に活動する子供」の育成

個性や感性を伸ばし、
主体的に学ぶ子

他の人と協働して、
よりよいものを
創り上げる子

夢をもち、
たくましく生きる子

自分も他の人も
大切にし、
支え合って生きる子

価値を創り出す学び」の充実

8



R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

オンラインによる他者との交流を活用した学習の充実 具体的施策②：

学習支援システム等の活用による協働的な学習の充実
個やグループの考えを可視化して共有し、学びを深める活動の充実 具体的施策①：

具体方針：【導入期】

具体方針：【充実期】

 基本方針：Ａ 各教科等における効果的なICT活用

第４章　施策及び取組内容

授業中の必要に応じた、学習の道具としてのICT活用の充実 具体的施策①：

個に応じた学習ツールとしてのICT活用の充実

学習プリントや資料、ワークシートなど、デジタル化することが有効なものについては、デジタルデータと
しての端末への配信・回収を検討していく。【学校】

画像や動画の撮影、音声の録音等のアプリを用いて、作成したデータを授業に限らず、いつでもどこでも活
用できるよう、手順を示したり活用例を紹介していく。【学校】

印刷物の学習教材と併用してドリル学習システムを活用し、一人一人の学習状況の把握を進め、個別学習支
援の質的向上を図っていく。【学校】

ドリル学習システムによる補充、学習履歴に基づく個別指導の充実 具体的施策②：

グループやクラス全体での話し合いの場面で端末の学習支援システムを活用し、他者の考えを可視化して共
有したり、整理・分析などを行い自分の考えを深めたりする活動を取り入れていく。【学校】

端末のオンライン会議システムの活用による、外国語ではALT2人体制の指導、国語や社会などでは、ゲス
トティーチャーを招いての授業づくりを取り入れていく。【学校】
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R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

具体方針：【発展期(前期)】

グループやクラス全体での話し合いの場面で、学習支援システムを活用することで、他者の多様な考えを可
視化して共有したり、自分の考えを深めたりする活動を取り入れていく。【学校】

 具体的施策①： 総合的な学習などにおけるICTを活用して社会課題等を解決する活動の充実

総合的な学習の時間などで、端末のオンライン会議システムを活用して外部人材にインタビューを行った
り、助言を得たりしながら、実際に社会課題等の解決につながる活動を充実させていく。【学校】

 具体的施策②： 音楽や図工美術などにおけるICTを活用した創造的な活動の充実

ドリル学習システムによる個別指導の充実

他者と意見を交流・共有し、学びを深める活動の充実

 具体的施策①：

 具体的施策②：

学習支援システムのドリル学習システムを活用し、一人一人の学習状況を把握したり、学習進度に合わせた
個別学習や家庭での宿題等に活用したりと個別指導の充実を図っていく。【学校】

端末のアプリ等を活用して、音楽では、音楽づくりや創作などの創造的な活動をグループや個人で行った
り、図工美術では、アイディアスケッチや配色計画、画面構成など創造的な活動をグループや個人で行うな
ど、ICTによる新たな手法での創造的な活動を充実させていく。【学校】

学習支援システム等を活用した個別最適な学びと協働的な学びの充実
具体方針：【発展期(後期)】

社会課題等の解決に向けた活動や新たな表現による創造的な活動の充実
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R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

「教育の情報化に関する手引き」の第2章や市教委の年間指導計画モデルなどを参考に、教科横断的な視点
からカリキュラムマネジメントを行い、総合的な学習の時間や各教科等が相互に関連した学習などにおい
て、主体的に情報を活用して問題解決や探究を進める活動の充実を図っていく。【学校】

深い学びの実現に必要な情報活用能力の育成
具体方針：【充実期】

各教科等における情報収集、整理、分析、表現、発信の方法の理解促進

「教育の情報化に関する手引き」の第4章などを参考に、各教科等の特質に応じた見方・考え方を働かせる
手立ての一つとして、情報収集、整理、分析、表現、発信等の活動を意図的に取り入れることで、主体的・
対話的で深い学びの実現と情報活用能力の育成を目指した授業づくりを推進していく。【学校】

市内の学校で実践されている、深い学びの実現に情報を効果的に活用した事例を集め、学校訪問や研修、
C4thへの掲載などにより周知を図っていく。【市教委】

 具体的施策②： 情報を活用して問題解決や探究を進める活動の充実

 基本方針：B 情報活用能力の育成

 具体的施策①： 各教科等での活用を通した基本操作、情報モラル、セキュリティへの理解促進
１人１台端末の活用に必要となる基礎的な知識・技能の育成

具体方針：【導入期】

「教育の情報化に関する手引き」の第2章に掲載されている、発達の段階等を踏まえた情報活用能力の体系
表の内容を意識しながら、各教科等での授業実践を行っていく。【学校】

情報活用能力の一部となる、プログラミング教育で育む論理的思考力などの資質・能力について、「教育の
情報化に関する手引き」の第3章などを参考にして、学習指導要領で示されている教科等での着実な育成を
図っていくとともに、小学校では、その他の教科等などにおいても、実態に応じてプログラミングを取り入
れ、育成を図っていく。【学校】

市内の学校における、各教科等での情報活用能力の育成を意識した授業実践例を集約し紹介するとともに、
それらに基づく年間指導計画のモデルを作成していく。【市教委】

 具体的施策②： 道徳や特別活動の年間指導計画に基づく情報モラルや態度の育成

「ネット社会の歩き方」等のWeb上にあるコンテンツを活用し、子供たちに自分事として捉えさせたり考え
を深めさせたりする授業を実施し、情報モラルについての知識・技能を育成していくとともに、責任をもっ
て適切に情報を扱おうとする態度や主体的に情報社会に参画しようとする態度を育成していく。【学校】

 具体的施策①：
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R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・ 情報活用能力の一部となるプログラミング的思考を育むために、学習指導要領で示されている教科等でプロ
グラミング教育を積極的に取り組む。【学校】

 具体的施策②： プログラミング的思考を育むためのプログラミング教育の充実

 具体的施策①：
社会課題等の解決への見通しをもって必要な情報を集め、その情報を整理・分析
し、解決を図るといった一連の活動の充実

社会に開かれた教育課程と情報活用能力の育成に向けたカリキュラムマネジメントにおいて、身の回りや地
域社会等に見られる課題への関心につながる情報収集や、解決に向けた整理・分析の活動を意図的に位置づ
け、解決への見通しをもって情報活用を図っていく力や態度を育成していく。【学校】

 具体的施策②： ICTの活用により、自分らしい作品や新たな価値などを創造する活動の充実

創作活動においてICTならではの表現方法を取り入れることで、自らの思いをより表現しやすくしたり、各
教科等の学習においてICTのよさやプログラミングなどを組み合わせることで、新たな意味や価値を見出し
たりできる活動を充実させる。【学校】

 具体的施策①： 主体的に情報社会に参画するための情報モラル・セキュリティ教育の充実

生成ＡＩ等の新しい技術なども含め、発達段階に応じた主体的に情報社会に参画するための情報モラル・セ
キュリティ教育の指導を家庭などと連携しながら充実させる。【学校】

課題解決に向けた活動や創造的な活動に必要な情報活用能力の育成

主体的・対話的で深い学びの実現に必要な情報活用能力の育成

具体方針：【発展期(前期)】

具体方針：【発展期(後期)】
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R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

・

・
・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・
・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

多様な子供に対するICTを活用した学習の充実
 具体的施策①： 教育支援教室におけるICTを活用した不登校支援

教育支援教室の入室希望児童生徒及び保護者に、オンライン上で指導員の紹介、施設の様子、学習内容等を説明し、通室しやすい
雰囲気を作っていく。
教育支援教室に入室後、継続的に通室できない児童生徒とオンライン上で指導員が交流を図り、信頼関係を構築し通室につなげて
いく。また、生活リズムが乱れている児童生徒と定期的にオンライン面談を実施し、基本的生活習慣の確立に向けて支援してい
く。
通室している児童生徒の保護者とオンライン面談を実施し、悩みや不安の解消を図っていく。
在籍校の教職員とオンライン上で児童生徒の様子について情報交換を行い、個に応じた支援を展開していく。【市教委】

教育支援教室に入室後、継続的に通室できない児童生徒にオンライン上でICT教材を活用した個別学習支援を行っていく。
各教育支援教室間でオンライン上で交流を図り、児童生徒の人間関係能力や表現力を育成する。また、指導員同士で指導内容や運
営状況について情報交換を行い、指導技術の向上と教室運営の改善に努めていく。【市教委】

教育支援教室に入室している児童生徒に向けて、教育支援教室指導員による補充授業をオンライン上で配信する。【市教委】

 具体的施策②： 外部人材によるICTを活用した不登校支援

オープンドアサポーターが担任と連携して、不登校児童生徒とオンラインによる交流を図り、家庭訪問や面談等の支援につなげて
学校復帰を促していく。【市教委】

具体方針：【導入期】

具体方針：【充実期】

 基本方針：C 様々な状況の子供への学びの保障

 具体的施策①：
その日の授業内容について、自らの必要に応じて復習したり、様々な事情で登校で
きない子供が取り組んだりできるオンライン学習環境の構築

各学校でICTを活用した実践を行うとともに、その取り組みを市教委で集約して情報提供したり、C4th掲示板等で共有していく。
【学校・市教委】

オンラインによる学校外での学習環境の構築

常時オンラインで繋がっている1人1台端末を、子供たちが学校外における学習等でも有効活用できるよう、ドリル学習ソフトを用
いた宿題の出し方を早期に確立し、習慣化を図っていく。【学校・市教委】

様々な事情により登校できない子供たちが、家庭等でもその日の授業内容を把握したり問題に取り組んだりできるよう、1人1台端
末の活用方法を検討し実践していくとともに、必要な場合の端末やアカウントの用意を速やかに行っていく。【市教委】

 具体的施策②：
個に応じた支援が必要な子供や外国籍の子供に対するICTを活用した合理的配慮の
提供や学習の充実

特別支援教育に関わるICTを活用した実践・事例の情報収集と情報提供を行うことで、教職員のICT活用の意識を高め、実践力を
養っていく。【市教委】
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R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

多様な子供に対して誰一人取り残さないための学びの保障

 具体的施策①： 自らの理解度や到達度に合わせ、自由に学びを深めたり進めたりできる環境の整備

自らの理解度や到達度に応じて、ドリル学習システムに自分のぺースで取り組むことで、自由に学びを深め
たり進めたりできるような学習環境を充実させる。【市教委】

 具体的施策②： GIGAスクール構想で整備された学習環境を活用した不登校支援の充実

様々な事情により登校できない子供たちがGIGAスクール構想で整備された学習環境を活用し、オンライン
等で学校や教育支援教室等とつながり、教育相談や面談、授業などを実施する。【学校・市教委】

 具体的施策①： 個に応じた支援が必要な子供に対するICTを活用した学びの保障

特別支援教育に関わる子供や外国籍の子供等、様々な理由で個に応じた支援が必要な子供に対してICTを活
用して学習や支援の機会を保障する取り組みを地域や関係団体等と協議しながら行う。【学校】

具体方針：【発展期(前期)】

具体方針：【発展期(後期)】

一人一人に個別最適化された学びの提供
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R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

学校配布物等のデータ化の推進

ドリル学習・校務支援システムの活用促進

学習支援システム(ミライシード)の協働学習機能(オクリンク・ムーブノート)を活用した授業づくりや、ド
リル学習機能(ドリルパーク)を活用した宿題準備を日常的に行い、校務負担の軽減を図っていく。【学
校・市教委】

学習支援システム(ミライシード)のカルテ機能により、児童生徒一人一人の学習への取組状況や提出物等
を一元管理していくことで、客観的なデータを参考にした評価を効率的に行っていく。【学校・市教委】

 具体的施策②： 校務支援システムのより一層の活用促進による校務負担の軽減

平成28年度に導入した校務支援システム(C4th)の活用の安定継続を図っていくとともに、令和3年度中に導
入予定の新たなC4thに追加される機能について、積極的な活用を図り校務負担の軽減につなげていく。
【学校・市教委】

具体方針：【導入期】

具体方針：【充実期】

 具体的施策①： 学習支援システムの活用による校務負担の軽減

 基本方針：D 校務の効率化

 具体的施策①： Googleクラスルームの活用による学校便り、各種チラシ等の配布の合理化

従来より紙で配布していた学校のお便り、各種団体から配布を依頼されたチラシなどは、可能な限りデジ
タルデータ化し、Googleクラスルームで1人1台端末に配信していく。【学校・市教委】

各種団体から例年依頼されるチラシについては、デジタル配信の趣旨を説明し、データでの提供への理解
を求めていく。【市教委】

 具体的施策②： Googleフォームの活用によるアンケート実施の促進

従来より紙で配布していた各種アンケートについて、可能な限りGoogleフォームへの置き換えを行うこと
で、学校・家庭双方の負担軽減を図っていく。【学校・市教委】
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R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

校務支援システムのダッシュボード機能などを活用して情報を収集・共有するなど、校務支援システムを
有効に活用して校務負担の軽減を図っていく。【学校】

 具体的施策②： 保護者等連絡システムの活用による校務負担の軽減

学校から保護者に連絡するための保護者等連絡システムなどを活用し、学級通信などを送信したり、出欠
席連絡やアンケートを収集したりすることで校務負担を軽減していく。【学校】

市教委から保護者へ通知等を直接送付できる保護者等連絡システムを活用することで、学校の校務負担を
軽減していく。【市教委】

校務を効率化するシステムの活用促進による働き方改革の推進
 具体的施策①： 校務支援システムの活用による校務負担の軽減

 具体的施策①： 様々な状況下での多様な勤務の形態や内容に対応できるICT環境の整備

令和3年度中に導入予定の新たなICT基盤（MENET）の効果的な活用を順次図っていくとともに、社会的
な要請や時代の変化に対応し、オンライン授業・研修など多様な勤務の形態や内容にも柔軟に対応できる
ICT環境について検討、整備を図っていく。【市教委】

国や県が示す教育の情報化の動向や、セキュリティポリシーガイドライン等が改訂された場合の内容を注
視し、計画期間終了後の学校教育情報化推進計画に反映させていく。【市教委】

多様な働き方に対応した環境の整備
具体方針：【発展期(前期)】

具体方針：【発展期(後期)】
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R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

具体方針：【充実期】
協働的な学習の充実に向けたICT活用の研修推進

総合教育プラザ研修講座「つながるICTひろば」をはじめ、要請訪問や出前研修等において、端末操作やド
リル学習システムの基本操作についての習得が図られる研修の機会を充実させていく。【市教委】

 具体的施策①： ICTを活用した協働的な学びに向けた授業づくり研修

総合教育プラザ研修講座「ICT授業づくり研修」等において、各教科における協働的な学びを実現する授業
づくりについて事例を踏まえて理解を深められる研修の機会を充実させていく。【市教委】

 具体的施策②： ICTを活用した授業実践例を共有できる仕組みづくり

C4th会議室「まえばしICT活用ひろば」において、授業実践例の収集と共有・活用を図っていく。【市教
委】

 基本方針：Ｅ 教師の指導力向上

 具体的施策①： 端末やドリル学習システムの基本操作、活用方法についての研修の充実

個に応じた学習ツールとしてのICT活用の研修推進
具体方針：【導入期】
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R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

R3上半期 R３下半期 R４上半期 R４下半期 R５上半期 R５下半期 R６上半期 R６下半期 R７上半期 R７下半期

・

具体方針：【発展期(前期)】

具体方針：【発展期(後期)】

ICTを活用した授業実践例を共有できる場の充実

ICTを活用して、社会課題等の解決や創造的な活動につなげる学習の実現

端末のオンライン会議システムを活用して、授業等で外部人材との交流活動を行ったり、プログラミング教
育では、知識や技能の習得に向けて専門家を講師に招いた授業づくりを行ったりして、外部人材の積極的な
活用を図っていく。【学校】

より高度なICT活用を図っていくための外部人材の積極的な活用促進

学習支援システムを活用した協働的な学びが深まる授業での効果的な活用方法について、計画訪問や希望研
修、校内研修等において、教職員の指導力が向上するよう支援を実施する。【市教委】

「C4th会議室」や「まえばしGIGAサポートサイト」を活用して、市内で有効に活用している実践事例や教
材を紹介し、学校での活用に生かせるよう情報共有を充実させる。【市教委】

個別最適な学びや協働的な学びを取り入れた授業実践のための研修の充実
 具体的施策①： ICTを活用した協働的な学びが深まる授業づくり研修の充実

 具体的施策①：
ICTを活用して、社会課題等を見出し、解決を目指す探究型学習の検討・カリキュ
ラムへの位置づけ

総合的な学習の時間などで取り組む探究型学習において、ICTを活用した調査や話し合い、オンラインによ
るインタビューなどを通して、自ら見出した課題の解決に取り組める活動を意図的に設けていくとともに、
探究型学習を進める上で効果的なICTの活用場面を学習過程に位置付けていく。【学校】

 具体的施策②：

 具体的施策②：
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第５章 計画の進捗管理 

 

本計画を具体的かつ効率的に推進していくため、計画の進捗状況を以下の調査を通

して把握し、管理していきます。 

調査で得られた結果を、前橋市教育情報利活用推進委員会や授業支援部会、校務支

援部会、ＩＣＴ基盤整備部会に報告・検討・確認を行うことで、授業改善や校務の効

率化など、学校の情報化の推進に活かしていきます。 

また、校長会議や教頭会議等に報告することで、学校課題を明確化し、取組内容の

見直しを進めていきます。 

 最終年度の令和７年度には最終評価を行い、国の政策や前橋市教育振興基本計画等

との整合性を図りながら次期計画を検討していきます。 

 

調査名 対象 回数 所管 

タブレット活用アンケート 児童生徒 

保護者 

教職員 

年２回 

 

前橋市教委 

進捗状況調査 教職員 

教育委員会 

適時 前橋市教委 

全国学力・学習状況調査 

（質問紙調査） 

 

学校における教育の情報化の実

態等に関する調査 

児童生徒 

学校 

 

教職員 

年１回 

 

 

年１回 

文部科学省 

 

 

文部科学省 
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